
- 1 -

公 開 質 問 書

平成２２年７月２２日

宮城県知事 村 井 嘉 浩 殿

仙台市民オンブズマン 代表 十 河 弘

〒 仙台市青葉区中央４丁目３番２８号 朝市ビル３階980-0021

電 話 ０２２－２２７－９９００

ＦＡＸ ０２２－２２７－３２６７

本年５月に仙台空港鉄道株式会社改革支援プラン行動計画（以下「行動計画」

という）が公表されました。行動計画では、経営悪化が深刻化している県出資の

第三セクター「仙台空港鉄道株式会社 （以下「会社」という）について、橋脚」

の減価償却費や土地の固定資産税を圧縮し収支改善を図るために、県が同社が所

有する線路の橋脚や土地などの資産を買い取る等の経営支援を行うこととされて

います。

具体的には、総額１８９億円（０８年度末現在）の資産のうち、運行に直接関

係するホーム・レール・車両（以下「上部構造」という）は従来通り会社側が所

有し、県側が土地・駅舎・橋脚など（以下「下部構造」という）を８５億円程度

で２０１４年度までに買い取ること（上下分離方式）を計画しているようです。

会社の２００９年度の経常損失は９億７６２９万円、経費として計上する減価

償却費は８億３０００万円に達しており、赤字の大きな要因となっています。２

０１１年度からは民間金融機関への返済額は毎年８億円になり、現在２０億円程

度ある運転資金が２０１３年度には底をつくとされています。

行動計画について下記のとおり質問しますので、本年８月末日までに理由を付

して御回答下さるようお願い申し上げます。
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記

１ 下部構造の取得額についてどのような算定方法を採用するのですか。

下部構造は現に会社が鉄道事業に直接使用しており、かつ鉄道事業以外の用

途に転用する余地はないという特殊性があります。従って収益還元法以外に公

正な価格算定は不可能と考えますがいかがでしょうか。

また収益還元法によると、取得額は会社への貸し付け賃料を基に算定するこ

とになりますが、会社の経営状態からして低廉な賃料を設定せざるを得ず、８

５億円などという数字は出てこないと考えられますがいかがでしょうか。

２ 下部構造取得後の会社に対する貸し付け賃料は何を基準に決めるのですか。

３ 上下分離方式の先例として三陸鉄道の例をあげていますが、この例は土地の

みを市町村に無償譲渡し、それを三陸鉄道に無償貸与したものです。実質的に

は固定資産税の軽減と鉄道軌道輸送高度化事業費補助を受けるためのもので行

動計画とは全く異なるものです。行動計画が想定するような上下分離方式を採

用して成功した先例があるのでしょうか。

４ 行動計画では、切り離した下部構造の維持管理は資産取得者（県）が行うこ

とになるので会社の維持管理経費の削減を図ることが可能とされています。し

かしそれは単に県が維持管理費を補助金として交付するのと実質において何ら

変わらないのではありませんか。

５ 地方財政法２条は「地方公共団体はその財政の健全な運営に努め、いやしく

も・・・他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策をとってはならな

い」としています。県が土地を買い取ると名取市は５５００万円の固定資産税

収入を失うことになり正に他の地方公共団体の財政に累を及ぼす施策であって

地方財政法に違反するのではありませんか。

６ 行動計画の上下分離方式をとることによって県にはどのようなメリットがあ

るのでしょうか。
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取得資金が８５億円だとすると、県は一般会計から８５億円を支出すること

になり、また取得後の維持管理費も将来にわたって県が負担することになりま

す。取得した下部構造は会社に貸し付けるしか活用方法はありませんが、取得

価額に見合った賃料を得ることなどおよそ不可能です。行動計画は下部構造の

取得に名を借りた会社への経費補助以外の何ものでもないと思われますがいか

がでしょうか。

７ 実質的な補助金交付だとすると、地方公営企業法の趣旨に違反するのではあ

りませんか。すなわち地方公営企業法１７条の３では「地方公共団体は、災害

の復旧その他特別の理由により必要がある場合には一般会計又は他の特別会計

から地方公営企業の特別会計に補助することができる」とされていますが、地

方公営企業ですらこのように経費補助が限定されているのですから、第３セク

ターの場合にはなおさら税金による経費補助は許されないということになると

考えますがいかがでしょうか。

８ このままでは会社は２０１３年度に債務超過に陥るわけですが、その時点で

民事再生手続きをとるのが本来の会社再建方法だと思いますがいかがでしょう

か。

会社が民事再生手続きをとれない理由があるのでしょうか。

９ 民事再生手続きをとれないのは、県が全ての金融機関の融資（約９０億円）

について損失補償をしており民事再生手続きをとったその時点で県は金融機関

から残融資額について即時全額の支払を迫られることになるからではありませ

んか。

「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」の第３条では地方自治10

体が他の法人の債務について保証契約をすることができないとされています。

横浜地裁平成１８年１１月１５日判決では「地方公共団体が制限法に反してよ

いとする理由は見出しにくい。実質的に保証契約と変わらない契約を損失補償

契約と称して締結することは、同条の規制を潜脱する。本協定は、形式的には
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損失補償（契約）であるが （債務）保証契約と同様の機能、実質を有するも、

のであって、同条による規制を潜脱するものとして違法なものである」とされ

ています。本件における県の金融機関の融資（約９０億円）についての損失補

償は違法無効なのではありませんか。

県は仙台空港アクセス線の需要予測に当たって株式会社日本空港コンサルタ11

ンツに調査を委託し平成１０年３月に報告を受けています。同報告が示した需

要予測モデルは、①全国空港利用者数を算出し（算出方法は昭和４５年～平成

８年までの国民一人当たりＧＤＰと空港利用者数の推移から予測 、②東北６）

県の空港利用者数対全国シェアを算出し、これを①の数字に乗じる、③②に航

空旅客動態調査から得られる仙台空港利用率を乗じるというものです。しかし

一番の基礎となる全国空港利用者数の予測に当たり、右肩上がりの成長が続い

た時期（昭和４５年～平成３年まで）を含めた期間の平均ＧＤＰ成長率（厳密

には平均ではなく複雑な係数化がされているが）を用いたために永遠の右肩上

がりを前提に需要予測されています。その結果この需要予測モデルを用いた仙

台空港アクセス線の１日当たり利用人数は平成２７年度１３６２０人、平成３

７年度１５６４３人という荒唐無稽とすら言える非現実的な予測がなされてい

ます。もし平成４年～平成８年までの期間の平均ＧＤＰ成長率を用いていれば

需要予測は全く違ったものとなったはずです。このような極めて不合理な需要

予測モデルを作成した株式会社日本空港コンサルタンツに対し損害賠償請求を

するべきと思いますがいかがでしょうか。

仙台空港アクセス線の需要予測を誤った原因はどこにあるとお考えですか。12

需要予測を誤った原因を検証するための機関を設けて徹底的に原因を究明

し、今後同じ間違いをしないよう公共事業における需要予測の準則を定めるべ

きだと思いますがいかがでしょうか。

以上


